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0730010

免税手続き場所と
現品引渡し場所と
の分離の容認（免
税手続きの一括処
理の可能化）

消費税法第８条、
消費税法施行令第
18条、消費税法施
行規則第６～10条

輸出物品販売場免税の制度は、輸出物品販売場を経営す
る課税事業者が、外国人旅行者等の非居住者に対して、
輸出するため所定の方法により購入される特定の物品の
譲渡を行った場合に、その譲渡に対する消費税が免除さ
れる。

Ｄ及び
Ｃ

ー

現行の輸出物品販売場の許可基準（消費税法基本通達８－２
－１）では、場所的要件（物的施設の状況を含む。）及び人的要
件を定めているが、当該要件の適用上、仮に販売場所と免税
手続き場所が分離されていても、それが一体の販売場と認め
られる範囲内においては、一連の行為として最終的に免税手
続きが完了した時点で免税販売が行われたものと認めること
が可能であり、現行制度上において許可することができる。
現状では、提案の具体的スキームが明らかではなく、許可基
準に適合しているか否かを明確に判定することができないが、
提案のスキームにおける販売場所と免税手続き場所が一体の
販売場と認められるものであれば、当該販売場は現行制度上
の許可基準に該当し、許可を受けることが可能である（「Ｄ：現
行の規定により対応可能」）。
なお、提案のスキームにおける販売場所と免税手続き場所が
一体と認められない場合には、制度改正等の措置が必要とな
り、構造改革特別区域基本方針において、従来型の税財政措
置を講じないとされているところであり、提案に係る措置は税制
上の措置に他ならないことから、検討要請事項の対象となりえ
ない（「Ｃ：特区として対応不可」）。

貴省回答によると「提案の具体的ス
キームが明らかではなく、許可基準に
適合しているか否かを明確に判定する
ことができない」とあるが、具体的にど
のような資料等が必要なのか、明らか
にされたい。
また、右の提案主体からの意見も踏ま
え、再度検討し回答されたい。
なお本提案は免税の手続についての要
望であり、従来型の税財政措置を求め
るものではない。

  現在の許可基準における「一体の販売場」は、実際の
売場の事業者と免税手続きの事業者が同一であることを
想定している。本提案は両者が異なる事業者でありなが
ら同一建物において一連の行為として免税手続きを行う
ものであるため、「現行の規程により対応可」との判断に
は疑義が生じる。本提案は、別事業者であるものの提案
スキームにおける販売場所と免税手続場所の一体性を
担保するものであり、認められたい。なお、本件は、手続
きの特例を求めるもので、また、免税額の下限（１万円以
上）は、テナント事業者ごとに適用し、複数の事業者分を
合算してクリアしようとするものではないため、「新たな税
財政措置を講じる」ものではない。

Ｄ及び
Ｃ

‐

具体的に一体の販売場であることの確認ができる資料等が必要である。
これにより、販売場所と免税手続き場所が分離されているとしても、一体
の販売場と認められれば、現行制度により許可を受けることが可能であ
る。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、提案主体の
示すスキームが現行制
度において実現可能なの
かどうか明らかにされた
い。

　財務省ご指摘の販売場所と免税手続場所の一体性を担保できるスキームについ
て、本件では、具体的には、免税手続きの委任、精算手続き及び委託料に関する
内容を含めた委託契約を締結するとともに、委託契約に基づき、業務マニュアル
（購入者誓約書や税務署における今後の手続き、インフォメーションセンターにおけ
る外国人向け通訳の配置等を記載）を作成し周知を図ることとしている。これによ
り、一体性は確実かつ円滑に行えるものであり、提案内容を認められたい。

Ｄ ―
具体的な事実関係に基づき、一体の販売場と認められれば、現行制度により対応可能
である。

1141020

関空対岸のりんくうタウンでは特区制度を活用し、イオン泉南ショッピ
ングセンターを誘致。国は当エリアをビジット・ジャパンの拠点に位置
づけ、各種プログラムを実施。府はこの取組みを活用し、外国人観光
客の誘導、観光魅力の創造と消費活動の活性化のため、Ｈ17.7ワン
コインバス開設による関空・りんくうタウン利用の観光客の利便性向
上や、関空から第三国・自国へ帰国旅行者を対象にトランジット・ツ
アーを実施。さらに170 店の専門店を有するクローズドモールである
同ショッピングセンターを候補に、外国人（特に中国等アジアの人）観
光客に対し個々の輸出物品販売所で行う免税手続きのワンストップ
化を図る。

提案理由：輸出物品販売場に係る許可は、通達の全要件を満たす販売場を経営する
事業者が受け、購入者の購入の際に、現品引渡しと同一場所で事業者自身から免税
手続きを受ける必要がある。そのため、免税手続き一元化の実現には、各店舗が免税
手続きまで全てを担うのでなく、十分な事務管理・納税管理の体制の下、売買・現品引
渡しとは分離し免税手続きのみ集約し専門に行うブースの設置が必要。これにより、専
門スタッフの設置による中小商業者の事務軽減、販売事業者と専門スタッフの二重
チェック機能による納税手続きの適正化、正確性アップの実現、及び外国人観光客の
購入動向の捕捉が可能。
代替措置：免税手続きブースを共有する事業者が国通達の条件を満たす場合で、ブー
スの場所が各店舗と十分に連携できるモール内であり、かつ、同ブースが免税手続き・
事務管理及び各店舗への引継ぎが確実にできる人員配置及び物的施設を有する場合
の適用に限る。

大阪府 財務省

0730020
濁酒の定義の見直
し

構造改革特別区域
法（酒税法の特例）
第28条、財務省関
係構造改革特別区
域法施行規則

濁酒製造において、使用できる物品は「米、麦、あわ、とうも
ろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷん若しくはこれらのこう
じ、米こうじ又は清酒かす」とする。

C

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取れるか
否かといった観点から、製造コストを回収するのに必要な水準
として設けられているものであり、この免許要件の特例を設け
る場合には、採算が取れない小規模製造者の増加による滞納
の発生や、税務当局による実態の把握が困難となることに伴う
密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねないこと
から、対象酒類や適用対象者を限定して特例措置を講ずること
としたものである。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒は
その性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流通する
可能性も低いと考えられたことなどから、対象酒類は濁酒に限
定されているものである。
　また、特例措置の対象となる濁酒の範囲は、従前の濁酒（昭
和37年以前に濁酒として定義していたもの）と同じものとするこ
とが適当と考えられたことから、使用できる原料（米、麦、あ
わ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷん若しくはこれ
らのこうじ、米こうじ又は清酒かす）を限定したものである。した
がって、使用できる原料の拡充は、従前の濁酒と風味・特性が
異なるものが製造される可能性があることから、認めることは
できない。
　現行制度を活用されたい。

濁酒の定義を示したうえで、濁酒の原
料にそばを含めることが出来ない理由
を明らかにされたい。
また、貴省回答によると「使用できる原
料の拡充は、従前の濁酒と風味・特性
が異なるものが製造される可能性があ
る」とあるが、その根拠を示されたい。
併せて、右の提案主体からの意見も踏
まえ、再度検討し回答されたい。

今回の提案の趣旨は、濁酒の持つ「風味」「特性」を生か
しつつ、来られるお客様に、より地域に対する理解を深め
交流の質を高めていくことをめざし、地域の特産物である
「そば」を副原料として一定基準の割合以内で配合するこ
とにより特徴ある濁酒を製造するものです。　そこで、以
下の点について検討のうえ回答をお願いしたい。
①　前回の平成１７年６月提案における財務省回答に濁
酒の定義として「①本来米だけで製造された酒、②昭和３
７年以前に定義されていた濁酒（原料としてあわ、ひえ等
を使用したもの）、」の２つが示されている。これによると、
米以外の麦、あわ、ひえ等についても、配合割合等によ
り風味・特性が異なる濁酒が製造される可能性があると
考えられる。それにもかかわらず、「そば」が従前の定義
に含まれないために「そば」を副原料として使用すること
が妥当でないとされた理由を伺いたい。
②　主原料である米に「そば」を副原料として一定割合で
配合し、製造された濁酒が保存性、風味・特性において
従前の濁酒と相違が認められるかどうかの検討状況を
伺いたい。
③　提案内容である、「主原料である米以外の原料の配
合割合の基準を設けること」に対する回答をお願いした
い。

C

酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取れるか否かといっ
た観点から、製造コストを回収するのに必要な水準として設けられている
ものであり、この免許要件の特例を設ける場合には、採算が取れない小
規模製造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態の把握が
困難となることに伴う密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えか
ねないことから、対象酒類や適用対象者を限定して特例措置を講ずるこ
ととしたものである。
すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその性質
上、長期間の保存が困難であり、特区外で流通する可能性も低いと考え
られ、一方、ワインなどについては、既に各地で製造されており、製造委
託が可能であることや、保存や流通も容易であることなどから、対象酒
類は濁酒に限定されているものである。
その際、「濁酒」とは本来米だけで製造された酒をいうが、同様に米を主
原料とする醸造酒である「清酒」については、一定の副原料（あわ、ひえ
等）の使用が認められていることから、濁酒についても、その範囲内で米
以外の原料の使用を認めることとしているものである。
（注）昭和37年以前に「濁酒」として定義していたものについても、現在と
同様、「清酒」に使用できる一定の副原料（あわ、ひえ等）の範囲内で、
その使用が認められていた。
仮に、使用できる原料の範囲の拡充を認める場合には、「従前の濁酒」
と風味・特性が異なる酒類が製造される可能性がある。その場合、濁酒
の概念が曖昧なものとなり、本特例措置の対象酒類を濁酒に限定して
いる趣旨が損なわれることになるため、これを認めることはできない。
なお、「従前の濁酒」と風味・特性が異なる酒類が製造される可能性につ
いては、提案主体からの要望が「従来から製造している濁酒に加え、風
味等に特徴ある濁酒を提供すること」を目的としていることから明らかで
あると考える。現行制度を活用されたい。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

○財務省が示している濁酒原料（米、麦、あわ、ひえ等）および「そば」の主な成分
は、「日本食品標準成分表」に示されており、「そば」を含むそれぞれの主な成分は
約７０％が炭水化物であり、大きな差はないものと考えられる。これらを蒸すまたは
炊いたものを用いて濁酒を製造した場合、従来の濁酒原料のみにより製造した濁
酒と、米に「そば」を一定割合以下に制限し加えて製造した濁酒とは、性質や特性
が異なる可能性がないことは明らかである。
○前回の財務省回答に対して、「従前の濁酒と風味特性のことなる濁酒が製造さ
れる可能性について科学的根拠を教えて欲しい」とした、当方の意見について、具
体的な回答をお願いしたい。

Ｃ

酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取れるか否かといった観点から、製
造コストを回収するのに必要な水準として設けられているものであり、この免許要件の特
例を設ける場合には、採算が取れない小規模製造者の増加による滞納の発生や、税務
当局による実態の把握が困難となることに伴う密造の横行など、酒税制度の根幹に影響
を与えかねないことから、対象酒類や適用対象者を限定して特例措置を講ずることとした
ものである。
すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその性質上、長期間の保存
が困難であり、特区外で流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワインなどについて
は、既に各地で製造されており、製造委託が可能であることや、保存や流通も容易であ
ることなどから、対象酒類は濁酒に限定されているものである。
その際、「濁酒」とは本来米だけで製造された酒をいうが、同様に米を主原料とする醸造
酒である「清酒」については、一定の副原料（あわ、ひえ等）の使用が認められていること
から、濁酒についても、その範囲内で米以外の原料の使用を認めることとしているもので
ある。
（注）昭和37年以前に「濁酒」として定義していたものについても、現在と同様、「清酒」に
使用できる一定の副原料（あわ、ひえ等）の範囲内で、その使用が認められていた。
仮に、使用できる原料の範囲の拡充を認める場合には、「従前の濁酒」と風味・特性が異
なる酒類が製造される可能性がある。その場合、濁酒の概念が曖昧なものとなり、本特
例措置の対象酒類を濁酒に限定している趣旨が損なわれることになるため、これを認め
ることはできない。
なお、提案主体は、「従前の濁酒と風味・特性が異なる酒類が製造される可能性につい
て科学的根拠を教えてほしい」としているが、そもそもの要望が「従来から製造している濁
酒に加え、風味等に特徴ある濁酒を提供すること」を目的としているものと承知している。
いずれにせよ、従前の濁酒と異ならないものを作りたいということであれば、そばを原料
とする必要はないと考えられることから、現行制度を活用されたい。

1094010

○特定農業者による濁酒の製造事業において、そばを原料として濁
酒を製造する。
○兵庫県但馬地域ではそばの作付け面積が広く、そばの産地である
ということから、そばを濁酒の原材料の一部として使用することによ
り、現在製造している濁酒とは「風味」や「特性」のわずかに異なる特
徴ある濁酒として提供したいと考えているところである。また、従来か
ら製造している濁酒に加え、風味等に特徴ある濁酒を提供することに
より、都市農村交流のさらなる活性化が期待できる。

○前回提案時の財務省の回答では、「仮に、使用できる原料の範囲の拡充を認める場
合には、「従前の濁酒」と風味・特性が異なる酒類が製造される可能性がある。その場
合、濁酒の概念が曖昧なものとなり、本特例措置の対象酒類を濁酒に限定している趣
旨が損なわれることになるため、これを認めることはできない。」ということであるが、濁
酒の風味・特性に一定の基準を設けることにより、濁酒の概念の曖昧さが払拭されるこ
ととなり、本特例措置の趣旨が損なわれることはないと考える。
　また、「「従前の濁酒」と風味・特性が異なる酒類が製造される可能性がある。」という
科学的根拠を教えてほしい。【詳細は別様参照】

兵庫県、
豊岡市、
香美町、
新温泉町

財務省

0730030
濁酒の定義の見直
し

構造改革特別区域
法（酒税法の特例）
第28条、財務省関
係構造改革特別区
域法施行規則

濁酒製造において、使用できる物品は「米、麦、あわ、とうも
ろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷん若しくはこれらのこう
じ、米こうじ又は清酒かす」とする。

C

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取れるか
否かといった観点から、製造コストを回収するのに必要な水準
として設けられているものであり、この免許要件の特例を設け
る場合には、採算が取れない小規模製造者の増加による滞納
の発生や、税務当局による実態の把握が困難となることに伴う
密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねないこと
から、対象酒類や適用対象者を限定して特例措置を講ずること
としたものである。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒は
その性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流通する
可能性も低いと考えられたことなどから、対象酒類は濁酒に限
定されているものである。
　また、特例措置の対象となる濁酒の範囲は、従前の濁酒（昭
和37年以前に濁酒として定義していたもの）と同じものとするこ
とが適当と考えられたことから、使用できる原料（米、麦、あ
わ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷん若しくはこれ
らのこうじ、米こうじ又は清酒かす）を限定したものである。した
がって、使用できる原料の拡充は、従前の濁酒と風味・特性が
異なるものが製造される可能性があることから、認めることは
できない。
　現行制度を活用されたい。

濁酒の定義を示したうえで、濁酒の原
料に黒大豆を含めることが出来ない理
由を明らかにされたい。
また、貴省回答によると「使用できる原
料の拡充は、従前の濁酒と風味・特性
が異なるものが製造される可能性があ
る」とあるが、その根拠を示されたい。

C

酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取れるか否かといっ
た観点から、製造コストを回収するのに必要な水準として設けられている
ものであり、この免許要件の特例を設ける場合には、採算が取れない小
規模製造者の増加による滞納の発生や、税務当局による実態の把握が
困難となることに伴う密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えか
ねないことから、対象酒類や適用対象者を限定して特例措置を講ずるこ
ととしたものである。
すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒はその性質
上、長期間の保存が困難であり、特区外で流通する可能性も低いと考え
られ、一方、ワインなどについては、既に各地で製造されており、製造委
託が可能であることや、保存や流通も容易であることなどから、対象酒
類は濁酒に限定されているものである。
その際、「濁酒」とは本来米だけで製造された酒をいうが、同様に米を主
原料とする醸造酒である「清酒」については、一定の副原料（あわ、ひえ
等）の使用が認められていることから、濁酒についても、その範囲内で米
以外の原料の使用を認めることとしているものである。
（注）昭和37年以前に「濁酒」として定義していたものについても、現在と
同様、「清酒」に使用できる一定の副原料（あわ、ひえ等）の範囲内で、
その使用が認められていた。
仮に、使用できる原料の範囲の拡充を認める場合には、「従前の濁酒」
と風味・特性が異なる酒類が製造される可能性がある。その場合、濁酒
の概念が曖昧なものとなり、本特例措置の対象酒類を濁酒に限定して
いる趣旨が損なわれることになるため、これを認めることはできない。
なお、「従前の濁酒」と風味・特性が異なる酒類が製造される可能性につ
いては、提案主体からの要望が「従来から製造している濁酒に加え、風
味等に特徴ある濁酒を提供すること」を目的としていることから明らかで
あると考える。現行制度を活用されたい。

1107010

特区において濁酒の製造事業を行う農業者については、地域の特産
である黒大豆を加えた濁酒の製造を可能とする。
地域の特産作物である黒大豆を使用した濁酒の製造が行えることに
より、特色のある事業が展開できる。またそのことにより濁酒の販売
の円滑化が期待される。

　本市では特産の黒大豆の栽培が盛んであり、濁酒の製造において黒大豆を副原料と
して使用することにより特色ある濁酒を製造し、これら特定事業のさらなる展開を図る計
画である。
前回の回答では、従前の濁酒との風味が相違することを指摘されていたが、従前の濁
酒の風味は判断基準が明確化になっていないため、米以外の原料を使用することによ
り風味の差が生じるのか検証、審査をされるような手続きを認めてもらいたい。
特に醸造所の認可については所轄税務署の現地調査も実施されるので、製品の試作
と品質（風味）の確認制度を明確化されるよう要望する。
そのことにより、副原料の配合基準が明確化すると考えられる。

篠山市 財務省

0730040
濁酒の製造事業の
要件緩和

構造改革特別区域
法第28条

特区内において農家民宿等を併せ営む農業者が、自ら生産
した米を原料として濁酒を製造する場合には、酒類製造免許
に係る最低製造数量基準は適用しない。

C

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取れるか
否かといった観点から、製造コストを回収するのに必要な水準
として設けられているものであり、この免許要件の特例を設け
る場合には、採算が取れない小規模製造者の増加による滞納
の発生や、税務当局による実態の把握が困難となることに伴う
密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねないこと
から、対象酒類や適用対象者を限定して特例措置を講ずること
としたものである。
　すなわち、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが低
減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを回収することも
容易であるなど、酒税の納税に支障をきたすことは少ないので
はないかと考えられたことや、農家民宿等での濁酒の提供を通
じ、グリーンツーリズムが推進され、地域の活性化にも資すると
考えられたことから、対象者は農家民宿等を併せ営む農業者
に限定されているものである。
　現行の特例措置を有効に活用されたい。

地域活性化の観点から提案主体の要
望が実現できないか、右の提案主体か
らの意見を踏まえ、再度検討し回答さ
れたい。

この提案は、対象酒類や免許交付の適用対象者を広げ
て欲しいというものではなく、特例により既に免許を交付
されている者が「認定地域内で生産される米を使用する
こと」を認めて欲しい、つまり濁酒の原料である米の生産
を認定地域内で取り組ませてください、というものです。
従って、「採算が取れない小規模製造者の増加による滞
納の発生」や「税務当局による実態の把握が困難となる
ことに伴う密造の横行」等が発生することはないものと考
えます。
御検討をお願いします。

C

民宿等を併せ営む農業者が、自ら生産した米を原料として濁酒を製造す
る場合には、原料コストが逓減できると考えられたため、使用原料の要
件を設けているものであり、この要件を緩和することは、税の保全上支
障を来たす惧れがあることから、認めることはできない。

1032010

　どぶろくの原料を認定地域内で確保することで、どぶろくの安定供
給を可能とするとともに、地域全体で取り組む地域活性化を目指す。
　具体的には、現在、特例の要件となっている「自らが生産する米を
使用する」を「認定地域内で生産される米を使用する」こととし、「家族
や地域の農業仲間が生産した米を原料として使用する」ことを可能と
する。
　これにより、どぶろくを用いた地域活性化について地域ぐるみで盛り
上げていこうという機運を高め、不作の年においてもどぶろくを安定供
給するための原料量を確保することが可能となる。

提案理由：
　本県では、今年、近年まれに見る台風により農産物が大きな被害を受けておりまし
て、濁酒製造の原料を確保するため、地域内の他の農業者からの原料供給を可能とす
る提案を行いたいと思います。また、提案が認められれば、グリーン・ツーリズムの推進
にあたり地域的な広がりも期待でき、地域活性化に資することとなります。

代替措置：
　濁酒を製造できる事業者を農業者で農園レストラン等を経営している人という要件を
残すことにより、採算が取れない小規模製造者の増加を抑えることができます。また、
免許交付の際に原料を取引する契約農家を限定すれば、実態把握は容易であるため
密造の横行は防ぐことが可能となります。

宮崎県 財務省

0730050
濁酒の製造事業の
要件緩和

構造改革特別区域
法第28条

特区内において農家民宿等を併せ営む農業者が、自ら生産
した米を原料として濁酒を製造する場合には、酒類製造免許
に係る最低製造数量基準は適用しない。

C

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取れるか
否かといった観点から、製造コストを回収するのに必要な水準
として設けられているものであり、この免許要件の特例を設け
る場合には、採算が取れない小規模製造者の増加による滞納
の発生や、税務当局による実態の把握が困難となることに伴う
密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねないこと
から、対象酒類や適用対象者を限定して特例措置を講ずること
としたものである。
　すなわち、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが低
減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを回収することも
容易であるなど、酒税の納税に支障をきたすことは少ないので
はないかと考えられたことや、農家民宿等での濁酒の提供を通
じ、グリーンツーリズムが推進され、地域の活性化にも資すると
考えられたことから、対象者は農家民宿等を併せ営む農業者
に限定されているものである。
　現行の特例措置を有効に活用されたい。

地域活性化の観点から提案主体の要
望が実現できないか、再度検討し回答
されたい。

C

民宿等を併せ営む農業者が、自ら生産した米を原料として濁酒を製造す
る場合には、原料コストが逓減できると考えられたため、使用原料の要
件を設けているものであり、この要件を緩和することは、税の保全上支
障を来たす惧れがあることから、認めることはできない。

1084010

兵庫県丹波市山南町の地域特産である（漢方の里）薬草と地域文化
（祭）に旨い食べ物と旨い飲み物（赤米どぶろく）を組み合わせること
により新たな地域活性化を図る。
Ａ．赤米づくりと赤米どぶろくづくり　山南町内において２０年前から作
られている赤米をさらに作付面積を増加し、地区内耕作者が赤米ど
ぶろくをつくり販売する。
Ｂ．山南町にあるリフレッシュ館（年間１０万人が入湯）に薬膳料理とと
もに赤米どぶろくを提供する。
C、祭りとの連携
上久下地区　：　青田・篠場の大歳神社の神楽の祭りに参拝者にふる
まう。
　久下地区　：　常勝寺の「鬼こそ」の法要の時参拝者にふるまう。
　小川地区　：　石龕寺の「足利氏ゆかりの石龕寺のもみじ祭」の武者
行列時に観光客にふるまう。
　和田地区　：　狭宮神社の薪能の時に観光客にふるまう。
D、町内飲食店との連携町内に有する各飲食店で、どの店に入って食
事をしても赤米どぶろくが飲めるようにする。

　平城京址から出土した木簡に表に「氷上郡井原郷上里赤搗米五斗」裏に「上五戸語
了身」と記してあり、これは井原郷の語り部である身という人物が、赤米を貢納した荷に
つけたものである。又、近衛天皇の大嘗祭に氷上郡の赤米が献納されたことを明らか
にしているのは藤原頼長（平安時代末期の延臣左大臣）が着した日記「台記」のなかに
ある「中臣の壽詞」という一　大嘗祭とは、天皇の即位礼の後、大きく行われる新穀の祭
で天皇として権威を付与し、大嘗祭のためにこしらえた悠紀殿、主基殿という特別な神
殿のなかに天皇がひとり入って神と共食し、天皇の権威を裏づけた。また大嘗祭に使わ
れるお米を献上する役割を悠紀、主基といってその役割をつかさどる地方を割りあてて
いたが、悠紀は近江の国、主基は丹波の国だった近衛天皇の大嘗祭に大中臣の清親
がとなえた祝詞で、そのなかに「主基に丹波の国の氷上を斉に定めて」とあることから、
氷上郡（現丹波市）が主基の役割をつとめ、お米の抜き穂を献上したことがわかる。さら
に「赤米の穂にも聞きしめして」とあり、献上したお米の抜き穂は、赤米であった木簡に
もあるように古くから山南町地域で赤米が広くつくられ、又、当然の如く赤米でつくった
「どぶろく」が神事や祝儀で愛飲されていたことと推察する。歴史の深みと重みを十分に
認識し赤米の栽培と赤米の「どぶろく」をつくる。ひいては、地域の活性化に繋がる物と
考える。

山南町商
工会

財務省

0730060
酒類製造免許の要
件緩和

酒税法第7条第2項

酒類を製造しようとする者は、製造しようとする酒類の種類別
に、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなけ
ればならない。酒類の製造免許は、一年間の酒類の製造見
込数量が次に掲げる数量に達しない場合には、受けることが
できない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロリットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリットル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリットル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリットル
　十一　雑酒　六キロリットル

C

　酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が取れるか
否かといった観点から、製造コストを回収するのに必要な水準
として設けられているものであり、この免許要件の特例を設け
る場合には、採算が取れない小規模製造者の増加による滞納
の発生や、税務当局による実態の把握が困難となることに伴う
密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねないこと
から、対象酒類や適用対象者を限定して特例措置を講ずること
としたものである。
　すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、濁酒は
その性質上、長期間の保存が困難であり、特区外で流通する
可能性も低いと考えられ、一方、リキュール類などについて
は、既に各地で製造されており、製造委託が可能であること
や、保存や流通も容易であることなどから、対象酒類は濁酒に
限定されているものである。
　なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することについて
は、現行法上、特に制約はない。
　また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コストが低減で
きるとともに、宿泊代金等を通じてコストを回収することも容易
であるなど、酒税の納税に支障をきたすことは少ないのではな
いかと考えられたことや、農家民宿等での濁酒の提供を通じ、
グリーンツーリズムが推進され、地域の活性化にも資すると考
えられたことから、対象者は農家民宿等を併せ営む農業者に
限定されているものである。

貴省回答によると「酒類の製造免許の
最低製造数量基準は、採算性が取れる
か否かといった観点から、製造コストを
回収するのに必要な水準として設けら
れている」とあるが、製造コストを回収す
るのに必要な水準は、業態や製造にお
いて行う設備投資によっても変わるの
ではないか、右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回答されたい。

(1) 採算性については、①地域食材供給施設を運営する
農業者が市場出荷規格外の原材料を供給するので原料
コストが無視できる範囲であること、②発酵、瓶詰め工程
を含まず設備投資を要しない、③施設での飲食代金収入
が得られる、という事から懸念はないと考えられる。
(2) 税務当局の実態把握、密造問題については、①リ
キュール酒の場合、消費者が自己消費のため梅酒等を
漬ける事は酒類の製造には該当しない、②施設内での
飲用の提供に限定しており、持ち帰りには供さない、とい
う事から懸念を回避できると考えられる。
(3) 施設内での飲用の提供に限定しており、流通への影
響はないと考える。
(4) 製造委託については、地域の農業者が自ら製造する
ことが個性豊かな特産品を生み出し、それを都市の住民
が求めて農村に来ることが、ＧＴの推進につながることと
考える。
以上のことを考慮され、再検討をお願いしたい。

C

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の
製造が可能な場合に限って付与する必要があることから、酒類の製造
事業において採算が取れるか否かを判断するために最低製造数量基準
を設けているものである。
製造コストを回収するのに必要な水準は業態や製造において行う設備
投資によって異なることは否定しないが、免許申請時における個々の事
業者の業態や設備投資の状況により、将来的な経営状況や財務状況を
判断することは不可能である。
このようなことから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かの判
断は最低製造数量基準によっているところである。
また、この最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対
する回答で示したとおり、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根
幹に影響を与えかねないことから、対象酒類を限定して特例措置を講ず
ることとしたものである。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

１　「製造コストを回収するのに必要な水準は業態や製造において行う設備投資に
よって異なることは否定しない」とのご回答であるが、このことは、小規模製造にお
いても採算が取れる場合があることを認めていただいたと解釈できるがどうか。例
えば、リキュールの場合、発酵工程がなく特別な製造設備が不要であるため、小規
模であっても採算性があると考えるがどうか。
２　「採算が取れない小規模事業者の増加による滞納の発生や、税務当局による
実態の把握が困難となることに伴う密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与
えかねない」の記述について
　①「採算が取れない小規模事業者の増加」については、特区の範囲が神戸市の
共生ゾーン区域内の、地域農業の活性化を図る農家レストランに限られることから
問題ないと考えるがどうか。②密造については、①で述べたように製造者の数は限
られ「税務当局による実態の把握が困難となる」事態は起こらないと考えるがどう
か。③特区が認定された場合も、所轄の税務署による製造免許の審査により、採
算が取れない事業者には製造免許が交付されないので、上記の事態は起こらない
と考えられるがどうか。
３　「免許申請時における個々の事業者の業態や設備投資の状況により、将来的
な経営状況や財務状況を判断することは不可能である。」とのご回答については、
最低製造数量基準以上の規模の製造者であっても同様であると考えるがどうか。
また、税務署は上記のことを判断して免許申請事業者に製造免許を交付している
と考えられるがどうか。
４　以上のことについて、本提案がごく限られた範囲での基準緩和である事を勘案
し、是非とも再度検討いただきたい。

Ｃ

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製造が可能な場
合に限って付与する必要があることから、酒類の製造事業において採算が取れるか否か
を判断するために最低製造数量基準を設けているものである。
製造コストを回収するのに必要な水準は業態や製造において行う設備投資によって異な
ることは否定しないが、免許申請時における個々の事業者の業態や設備投資の状況に
より、将来的な経営状況や財務状況を判断することは不可能である。
このようなことから、酒類の製造事業において採算が取れるか否かの判断は最低製造数
量基準によっているところである。
また、この最低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対する回答で示し
たとおり、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねないことか
ら、対象酒類を限定して特例措置を講ずることとしたものである。
なお、酒税法では、免許要件として、免許申請時点での免許申請者の資金力や経営能
力等を判断する経営基礎要件（酒税法第10条第10号）を設けているが、この要件により
将来的な経営状況や財務状況を把握することはできないことから、酒類の製造事業にお
いて採算が取れるか否かの判断は最低製造数量基準によらざるを得ない。

1061010

　農村地域で生産した果実を使ってリキュールを製造し、地域の特産
品とする。
　具体的には、市内農村部に位置する地域食材提供施設（農家レスト
ラン）において、地域の農業者が生産した果実を使いリキュールを製
造し、レストラン内において飲用に供する。これにより、果実の付加価
値化を図り農業経営の安定化に資するとともに、都市と農村の交流を
促進し、その結果、地域の活性化が進められる。

提案理由：
　市内の農村地域では、さまざまな種類の果実が生産されている。しかし、果実の価格
は変動が大きく、また市場規格外品が発生しやすいため、農業経営の向上・安定の妨
げになっている。そこで、果実を使ったリキュールが製造できれば、市場規格外品を有
効活用でき、農業経営の安定につながる。しかし、現行制度では年間6キロリットル以上
生産することが製造免許の要件となっており、これは農業者個人や農業者組織が取り
組むには、かなり困難な数量である。そこで、本特例措置により、農業経営の安定を図
る事ができる。また、農業者が丹精込めた手作りのものをその場で提供することにより、
都市部の市民を農村部に呼び寄せ、都市と農村の交流が図られ、地域の活性化がなさ
れる。
代替措置：
　梅酒などのリキュールは、江戸時代から日本の文化として庶民の家庭で造られ愛飲さ
れてきた。リキュール製造は、発酵工程が無く抽出・熟成のみである。また、本事業は
農家レストラン内での飲用のみを対象としているため、瓶詰め等の工程も無い。そのた
め、設備投資はほとんど必要なく、また自らが生産した果実を使用するため原料コスト
を軽減でき、レストラン営業を通じてコストを回収することも容易である。そのため、採算
性の判断としての最低製造数量基準は、本事業には当てはまるものではないと考えら
れる。また、農家レストラン内での提供のみであり（持ち帰りには供さない）、施設外に流
通することは無く、地域の酒類の流通に対し、影響を与える可能性はないと考えられ
る。

神戸市 財務省

0730070
多機能ベンダーの
みによる酒類小売
業免許の付与

酒税法第９条第１
項

酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとにその販売場
の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。

Ｃ Ⅳ

　自動販売機のみによって酒類小売業をしようとする場合は、
未成年者飲酒防止及び交通事故防止の観点から、原則として
免許を付与しないこととしている。
　なお、近年、未成年者飲酒防止等、酒類小売業界に対する
社会的要請が高まっており、あらゆる局面でその対応が求めら
れており、酒類小売業界においては、自動販売機について自
主的なの撤廃等の取組みを行っている。

提案主体のいう「未成年者年齢識別装
置搭載自販機」・「管理人の目の届く範
囲に設置」といった措置を講じた場合で
も提案の実現はできないか、右の提案
主体からの意見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

ビールを主とするアルコール飲料の販売を共同住宅の敷
地内に自販機を設置して販売する案件であります。　省
庁からの｢処置の概要・未成年者に対する処置として、　
（イ）酒販店に同じく店番の役割を、マンションの管理人が
その役割を果たします。したがって管理人が居ないマン
ションには設置いたしません。　(ロ）日本たばこ産業様がＩ
Ｔ技術を導入して開発した未成年者識別機能搭載自販機
をアルコール飲料業界と共用することで問題は解決しま
す。

C Ⅳ

酒類小売業者は、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」（昭和
28年法律第7号）第86条の9第1項の規定により、販売場ごとに、当該販
売場において酒類の販売業務に従事する者のうちから酒類販売管理者
を選任し、その者に、当該酒類小売業者又は当該販売場において酒類
の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が酒
類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するため
に必要な助言又は指導を行わせなければならないこととされている。な
お、当該酒類販売管理者は、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する
法律施行規則」（昭和28年大蔵省令第11号）第11条の8第3号の規定に
おいて、酒類小売業者に引き続き６月以上の期間継続して雇用されるこ
とが予定されている者のうちから選任することとされており、マンションの
管理人を酒類販売管理者として選任することはできない。
　また、酒類小売業界においては、未成年者飲酒防止等、酒類小売業
界に対する社会的要請が高まっていることを踏まえ、自動販売機につい
て自主的な撤廃等の取組みを行っており、その結果、平成12年6月現在
124.4千台あったものが、平成16年4月現在58.8千台、平成17年4月現在
49.1千台と大幅に減少してきている。
　したがって、このような状況の中、新たに自動販売機のみによる酒類
小売業免許を付与することは困難である。

1033010

多機能ベンダーの設置事業とは、共同住宅を一つのコミュニティとし
て位置づけ、共同住宅の資産価値を高めることを目的に、住民のニー
ズに応える商品を住民の身近に設置して自販機を通じて販売を行う
事業です。

この度日本たばこ産業様がITの技術を用いて開発した「未成年者年齢識別装置搭載自
販機」をビール業界等アルコール飲料業界とで共用することで解決いたします。加えて
設置する自販機は管理人の目の届く範囲に設置することで酒屋さん同様の条件が満た
されます。　　共用のメリットについては、日本たばこ産業様に掛るランニングコストが、　
　アルコール飲料業界と共用することで軽減いたします。又ビール業界等アルコール飲
料業界側では、売上が増加することで利益を享受することが出来ます。

個人 財務省

0730080
しょうちゅう乙類製
造免許の要件緩和

酒税法第１０条第１
１号

酒税法及び酒類行
政関係等解釈通達
第10条第11号関係
の２（４）

しょうちゅう乙類製造免許のうちその他のしょうちゅう（かす取
りしょうちゅう以外のもの）については、酒税の保全上酒類の
需給の均衡を維持する必要があるため、申請製造場の所在
する地域の米、麦、さつまいも及びそば以外の特産物を主原
料とし、かつ、販売先がその地域に限定されていると認めら
れる場合には、免許を付与することとしている。

Ｂ－１ Ⅳ

　米、麦、さつまいも又はそばを主原料としてしょうちゅう乙類を
製造しようとする場合には、以下の要件を満たす場合には、免
許を付与する方向で現在パブリックコメントを実施中である。
①　製造場の所在する地域（原則として市町村）で生産された
特産品である米、麦、さつまいも又はそばを主原料とする場合
②　製造場の所在する都道府県におけるしょうちゅう乙類の課
税移出数量と消費数量を比較した場合に、直近３か年におい
て、課税移出数量が消費数量を下回っている場合
③　１製造場当たりの製造数量は、当分の間、年間１００キロ
リットルを限度とする

1036010

地域経済の再生と発展の鍵となり、地域企業の体質強化や利益増大
を目指し、有志が共同で農業分野への参画を図り、「焼酎原料として
のさつまいも生産」を核とする農業法人を設立し、地域ブランドとして
のさつまいも等、農産物生産と流通を行い、最終的に町内に焼酎工
場の誘致・設立を推進し、地場産業の起業発展を目指す。新上五島
町内では、耕作地の減少・荒廃化が進んでいる。これらを解消し農地
の集積・有効利用をする。特産品作物の地産地消で、学校給食への
利用により安全な食品で食育を実践する。農業の担い手確保のため
就農者育成事業として農業体験等を行う。異業種法人・個人の新規
農業参入を可能にすることで周年の安定雇用を確保する。

第７次特区提案での再々検討要請する財務省の回答は、「規制緩和推進３カ年計画
（再改定）」（平成１２年３月３１日閣議決定）のフォローアップ結果（平成１６年３月３１日
付規制改革・民間開放推進会議公表資料）で「計画上講ずるとされた措置をすでに完了
している」と整理して、事実上酒造免許に関する特区提案は濁酒を除きを拒絶してい
る。しかしながら、同３カ年計画の「需給状況の好転が認められる場合には、速やかに
当該品目の需給調整規制を廃止の方向で見直す」という部分は途中から消えて、中小
企業の合理化部分だけの議論と措置になっており、計画上講ずるとされた処置は完了
しては居ないと思われる。焼酎の需要が増加していることは明らかであり、これを機に需
給調整廃止について再度検討頂きたい。産業が低迷し、人口が減少する一方の外海離
島の状況をふまえて判断を願うものである。

有限会社
　シーラ
ンドファー
ム

財務省
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 07 財務省(8次提案最終回答)

管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の所
管・関係
官庁

0730080
しょうちゅう乙類製
造免許の要件緩和

酒税法第１０条第１
１号

酒税法及び酒類行
政関係等解釈通達
第10条第11号関係
の２（４）

しょうちゅう乙類製造免許のうちその他のしょうちゅう（かす取
りしょうちゅう以外のもの）については、酒税の保全上酒類の
需給の均衡を維持する必要があるため、申請製造場の所在
する地域の米、麦、さつまいも及びそば以外の特産物を主原
料とし、かつ、販売先がその地域に限定されていると認めら
れる場合には、免許を付与することとしている。

Ｂ－１ Ⅳ

　米、麦、さつまいも又はそばを主原料としてしょうちゅう乙類を
製造しようとする場合には、以下の要件を満たす場合には、免
許を付与する方向で現在パブリックコメントを実施中である。
①　製造場の所在する地域（原則として市町村）で生産された
特産品である米、麦、さつまいも又はそばを主原料とする場合
②　製造場の所在する都道府県におけるしょうちゅう乙類の課
税移出数量と消費数量を比較した場合に、直近３か年におい
て、課税移出数量が消費数量を下回っている場合
③　１製造場当たりの製造数量は、当分の間、年間１００キロ
リットルを限度とする

1036020

地域経済の再生と発展の鍵となり、地域企業の体質強化や利益増大
を目指し、有志が共同で農業分野への参画を図り、「焼酎原料として
のさつまいも生産」を核とする農業法人を設立し、地域ブランドとして
のさつまいも等、農産物生産と流通を行い、最終的に町内に焼酎工
場の誘致・設立を推進し、地場産業の起業発展を目指す。新上五島
町内では、耕作地の減少・荒廃化が進んでいる。これらを解消し農地
の集積・有効利用をする。特産品作物の地産地消で、学校給食への
利用により安全な食品で食育を実践する。農業の担い手確保のため
就農者育成事業として農業体験等を行う。異業種法人・個人の新規
農業参入を可能にすることで周年の安定雇用を確保する。

同条における「製造制限数量」の設定、「製造する酒類の範囲の条件」による条件が付
与されれば、しょうちゅう乙類の需給に影響を生じさせることなく、地方特産品を原料と
するその他の焼酎の製造販売を行うことは問題はないと思われる。外海離島の限られ
た農地で、焼酎の需給に影響を与えるような大量生産は見込めず、数値を限定すること
で、酒税の保全も確実になる。地域特産品としての酒類の免許の可能性があることで島
民の「自助と自立の精神」「知恵と工夫の競争」への志気高揚につながるのである。

有限会社
　シーラ
ンドファー
ム

財務省

0730080
しょうちゅう乙類製
造免許の要件緩和

酒税法第１０条第１
１号

酒税法及び酒類行
政関係等解釈通達
第10条第11号関係
の２（４）

しょうちゅう乙類製造免許のうちその他のしょうちゅう（かす取
りしょうちゅう以外のもの）については、酒税の保全上酒類の
需給の均衡を維持する必要があるため、申請製造場の所在
する地域の米、麦、さつまいも及びそば以外の特産物を主原
料とし、かつ、販売先がその地域に限定されていると認めら
れる場合には、免許を付与することとしている。

Ｂ－１ Ⅳ

　米、麦、さつまいも又はそばを主原料としてしょうちゅう乙類を
製造しようとする場合には、以下の要件を満たす場合には、免
許を付与する方向で現在パブリックコメントを実施中である。
①　製造場の所在する地域（原則として市町村）で生産された
特産品である米、麦、さつまいも又はそばを主原料とする場合
②　製造場の所在する都道府県におけるしょうちゅう乙類の課
税移出数量と消費数量を比較した場合に、直近３か年におい
て、課税移出数量が消費数量を下回っている場合
③　１製造場当たりの製造数量は、当分の間、年間１００キロ
リットルを限度とする

1087010

　 本市は、農林水産業を基幹産業としている人口約２５，００人の小さ
な市であります。
 　農業を取り巻く環境は、農家戸数の減少や高齢化による耕作放棄
地があちこちに見られるなど非常に厳しい状況にあります。また、新た
な企業誘致も望めない状況にあることから、本市の農業を再生するた
めには適地適作、耕作放棄地の効率的利用による所得の向上しかあ
りません。
　 昔から適作物として栽培されている、さつまいもを原料とする焼酎
製造場を目指して、地域の活性化を図るしかないものであります。

 　本提案は、「本市の農業の中でも主要作物がさつまいもと米」であり地域経済の再生
と発展の鍵としたい。また、地域に適した作物として昔から栽培されている「焼酎原料と
してのさつまいも」を核とする新規事業を立ち上げて、地域ブランドとしての「さつまいも」
を確立し農業の担い手を確保することが目的である。そのための焼酎製造工場の設置
は必須要件である。
　 なお、他県において同様の提案がなされながらも認められていない現状については、
本地域においては需用と供給のバランスを崩すなど既存事業者への影響は考えられ
ず、地域経済の再生と農業の再構築を図る観点から是非認めていただきたい。

宿毛市 財務省

0730080
しょうちゅう乙類製
造免許の要件緩和

酒税法第１０条第１
１号

酒税法及び酒類行
政関係等解釈通達
第10条第11号関係
の２（４）

しょうちゅう乙類製造免許のうちその他のしょうちゅう（かす取
りしょうちゅう以外のもの）については、酒税の保全上酒類の
需給の均衡を維持する必要があるため、申請製造場の所在
する地域の米、麦、さつまいも及びそば以外の特産物を主原
料とし、かつ、販売先がその地域に限定されていると認めら
れる場合には、免許を付与することとしている。

Ｂ－１ Ⅳ

　米、麦、さつまいも又はそばを主原料としてしょうちゅう乙類を
製造しようとする場合には、以下の要件を満たす場合には、免
許を付与する方向で現在パブリックコメントを実施中である。
①　製造場の所在する地域（原則として市町村）で生産された
特産品である米、麦、さつまいも又はそばを主原料とする場合
②　製造場の所在する都道府県におけるしょうちゅう乙類の課
税移出数量と消費数量を比較した場合に、直近３か年におい
て、課税移出数量が消費数量を下回っている場合
③　１製造場当たりの製造数量は、当分の間、年間１００キロ
リットルを限度とする

1093010

新上五島町の労働者の中には長い間公共工事に依存してきたが、近
年国・県・町の公共工事の減少により失業者が増加している。このた
め地域経済の再生のための方策として、農業分野への参画を図って
いるが最終的には「さつまいも」を利用した焼酎づくりを新たな特産品
にしたいと意気込んで研究に取り組んでいる。

第７次の提案で「需給に影響が生じることは明らかであり例外とできない」との一点張り
の回答でしたが、酒税が財政上の重要な地位を占めていることはわかるがそれよりも、
構造改革特別区域法の目的の中で地域の活性化にもふれており、「地域の特性に応じ
た規制の特例措置やそれを適用した事業を推進することにより、その地域の持つ潜在
的な可能性が顕著化し、地域の特性に応じた新たな産業の集積やより効果的な住民
サービスの提供が実現されるなど、当該地域の活性化が図られることが期待されてる」
と書かれている。地域活性化のために、酒類製造免許をもたない外海離島の市町村に
一つの免許を与えることができないか再検討していただきたい。このような条件つきの
全国展開ができても全国的にはほとんど影響のないものと思われる。

新上五島
町

財務省

0730090
製造免許制度の緩
和（臨時製造免許
の新設）

酒税法第7条第1項
酒類を製造しようとする者は、製造しようとする酒類の種類別
に、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなけ
ればならない。

C

　酒税は、製造場から酒類を移出した時に納税義務が成立（製
造場移出課税制度）する仕組みであり、酒税の納税申告も製
造場ごとに行われている。このため、税務署が適切に管理・検
査できるよう、酒類の製造場ごとに製造免許を受けなければな
らないこととされている。
　提案は、その内容を見る限り、製造免許を受けた者が、製造
免許を受けた場所以外で酒類を製造することを認めてほしいと
いうものであり、酒税の円滑かつ適正な執行の観点から、特区
といえども認めることはできない。
　なお、提案主体は「酒税の課税については、一連の製造と見
ることで、煩瑣な対応は避けられる」としているが、この提案は
課税制度の基本的仕組みの変更を伴うものであることから、規
制には当たらず、そもそも特区の提案とはなり得ないものであ
る。

右の提案主体からの意見で問われてい
る内容について明らかにしたうえで、地
域活性化の観点から提案主体の要望
が実現できないか、再度検討し回答さ
れたい。
なお本提案は製造免許制度についての
要望であり、従来型の税財政措置を求
めるものではない。

提案の内容は、無条件に「製造免許を受けた場所以外で
酒類を製造することを認めて欲しい」ということではなく、
免許を受けた場所以外での製造行為が違法とならないよ
う、臨時の製造免許の新設といった特例措置を講じて頂
きたいという趣旨です。提案の「臨時の製造場」とは、ト
ラックの荷台に容器を設置したもので、この容器にもろみ
を入れそのトラックがイベント会場に移動し、その容器の
中のもろみを搾る、ということを想定しております。酒税法
第28条第1項第1号では、「酒類製造者が酒類の原料とす
るための酒類」を「当該酒類をその原料とする酒類の製
造場」に移出する場合には酒税を免除する規定があり、
提案の「臨時製造場」をこの移出先の製造場と同様に
扱っていただければ、現行制度のままで税務署の適切な
管理･検査が可能ではないでしょうか。酒税の円滑かつ
適正な執行の観点から認められないとの事ですが、具体
的にどのような点が問題となるのかご教示ください。ま
た、規制にはあたらないとのご見解ですが、提案の内容
は、製造場移出課税制度で対応できる範囲内における話
であり、課税制度の基本的仕組みの変更を伴うものでは
ないと考えておりますが、なお、規制にあたらないというこ
とであれば、その理由についてお示しいただきたいと思い
ます。

D

提案が「製造免許を受けた場所以外で酒類を製造することを認めて欲し
い」ということではなく、「臨時の製造免許を新設してほしい」というもので
あれば、酒税法第７条及び第10条の免許要件を満たしていれば、製造
免許は付与されることから、現行規定により対応可能である。
なお、提案主体は「酒税の課税については、一連の製造と見ることで、煩
瑣な対応は避けられる」としており、製造場ごとの申告ではなく、一括して
申告することを求めているが、酒税は、製造場から酒類を移出した時に
納税義務が成立（製造場移出課税制度）する仕組みであり、酒税法の根
幹であるこの仕組みを変更することは制度自体をゆるがすこととなること
から、現行制度に則り、酒税の納税申告等は製造場ごとに行っていただ
く必要がある。
（注）提案は、従来型の税財政措置を求めるものではないが、課税制度
の基本的仕組みの変更を要望するものであることから、規制緩和になじ
まないものである。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

当方の提案の趣旨を御理解いただき、それを実現させるための方策についてご回
答いただいたものと考えておりますが、以下の点について確認させてください。
現行規定により対応可能とのご回答でしたが、提案で当初から申し上げているの
は、臨時的なもので、しかも期間限定での製造免許です。「臨時製造免許」といった
話を聞いたことがないことから、特区法第28条のどぶろく特区のような特例を認め
ていただこうと提案した次第ですが、現行規定の中に、提案内容を実施することが
できる「臨時製造免許」があり、その免許をいただけるという理解でよろしいのでしょ
うか。それとも、「臨時製造免許」という免許はないが、運用上、提案内容が実現可
能な方法があるということでしょうか。
　製造場ごとに納税申告が必要であることにつきましては承知致しました。酒税法
第７条の適用となると、同条第２項第１号の６０キロリットルを達成する必要が生じ
ます。当初から記載しておりますとおり、観光地におけるイベントとしての製造を提
案していたわけであり、イベントだけの消費では数量問題をクリアできないことが容
易に想定されることから、当初「一連の工程と見る」という提案を行っておりました
が、一連の工程と認められないが現行制度で対応可能とご回答頂きました。最低
製造数量を１００リットルに緩和をお願い致します。
また、清酒の販売が落ち込み供給過多となっていることから、現行の運用上、新規
の清酒製造免許は付与されないと伺っておりますが、イベント実施により販売が促
進され、需要を喚起するという効果が期待されます。問題解消のためにも是非免許
を付与すべきと考えておりますが、例外的に認めていただけるという解釈でよろし
いでしょうか。
最後に、臨時的、短期的な製造場として免許付与をいただいた製造場について、
同法第28条の未納税移出の適用は受けられるのでしょうか。
　これならば、酒税法の根幹である製造場移出課税制度を揺るがすものではなく、
酒税の円滑かつ適正な執行にも支障ないものと考えます。仮に、当方の解釈が
違っているようであれば、その点についてより詳細なご説明をお願いいたします。

Ｄ

酒税法上、「臨時製造免許」というものはないが、酒類を製造しようとする場合には、製造
場ごとに製造免許を受けなければならず、同法第７条及び第10条の免許の要件を満たし
ていれば製造免許は付与されることから、現行規定により対応可能というものであり、例
外的に認めるというものではない。
なお、製造免許の最低製造数量を100リットルに緩和してほしいとの意見であるが、最低
製造数量基準は、採算性が取れるか否かといった観点から、製造コストを回収するのに
必要な水準として設けられているものであることから緩和することはできない。
また、製造免許の運用上の取扱い等については、最寄りの税務署にご相談いただきた
い。
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　①酒類製造免許を受けた製造場で造ったもろみをイベント会場まで
移動させ、②イベント会場でもろみを搾り、③もろみから搾ったもの
を、その場で瓶詰めして販売したり、試飲としてお客に振る舞ったりす
る。④そのイベントの開催を松山市道後温泉エリアの各所で行いた
い。
　日本酒を透明なアクリル板の容器（500Ｌ程度）または木桶に入れ、
もろみを搾って販売するので、通常では目にすることができないもろ
みの状態を真横から見ることができ、観光地にいながらにして、間近
で酒造りの一部を目にすることができる。見どころ満載となり、街の活
性化にもつなげたい。

提案理由：
　酒類の製造免許は場所を特定して免許するものとなっており、製造工程の途中から免
許を受けた場所以外に持ち出して引き続き製造する場合は一連の工程とは認められ
ず、このため、清酒の製造工程の見学は、免許を受けた製造場でしか行えないことに
なっている。
　しかし、各製造場で見学施設を設けていても、見学を目的に製造場まで来られるお客
は少ない。
　もっと積極的に清酒のＰＲを図る手段の一つとして、製造場以外でも特例的に製造を
可能とすることにより、通常では目にすることができないもろみの状態を真横から見るこ
とができ、間近で酒造りの一部を目にすることが可能となる。
　松山市の道後温泉エリアは観光客も多く、日本酒のPRを行う場所としても最適である
と考える。また、こういったイベントを行うことによって、興味のある方が道後に来ていた
だけるという相乗効果も期待できる。見て面白く、飲んでおいしく、道後の新しいイベント
として、街全体の活性化につなげたい。
代替措置：(別紙添付させていただきます。別紙Ａ４-①）

梅錦山川
株式会社

財務省

0730100
柿酢に係る酒母等
の製造免許要件の
緩和

酒税法第8条第1項
酒母又はもろみを製造しようとする者は、製造場ごとに、その
製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければなら
ない。

C

　もろみは原料にアルコール発酵させる手段を講じたもので、
容易に酒類となり得るものであることから、酒税法では、もろみ
の製造についても免許制を採用している。
　したがって、自家消費を目的とするものであっても、税務署が
適切に管理・検査できるようにしておく必要があるため、もろみ
の製造免許を取得していただく必要があるが、この免許は、人
的要件と場所的要件を満たしていれば比較的取得しやすいも
のである。
　なお、提案では記帳義務やアルコール分の測定義務等の免
除を要望しているが、酒税の検査取締り上の観点から、これら
の義務を免除することは不適当。

酒税の納税を確保する代替措置を設け
ることで、記帳義務等の手続きを簡素
化できないか、再度検討し回答された
い。

C

もろみは原料にアルコール発酵させる手段を講じたもので、容易に酒類
となり得るものであることから、酒税法では、もろみの製造についても免
許制を採用している。
したがって、自家消費を目的とするものであっても、税務署が適切に管
理・検査できるようにしておく必要があるため、もろみの製造免許を取得
していただく必要があるが、この免許は、人的要件と場所的要件を満た
していれば比較的取得しやすいものである。
なお、酒税の検査取締り上の観点から、免許制の下で、記帳義務やア
ルコール分の測定義務等を行っていただく必要があり、これらを簡素化
することはできない。

右の提案主体からの意
見によると、提案主体
は、アルコール濃度測定
等記帳義務に関する製
造免許要件及び手続き
の簡素化を求めており、
この点を踏まえて再度検
討し回答されたい。

①現状では、もろみ免許を取得するには、分析機器の整備とアルコール濃度の測
定、記帳義務が必要であり、柿酢の自家用製造としては、分析機器の整備などの
経済的な負担に加えアルコール測定の技術的な面からも容易なものでないのが実
情である。②アルコール分測定の免除に係る酒税の検査取り締まりについては、
柿酢を家庭用としての少量製造に限定しており、又、製造過程のもろみの量的な管
理と併せてアルコール濃度測定の代替えとして酢濃度の測定を行うことで、最終目
的の柿酢の生成確認が出来、検査取り締まりの確保が図られるのではないか再
提案します。

Ｃ

もろみは原料にアルコール発酵させる手段を講じたもので、容易に酒類となり得るもので
あることから、酒税法では、もろみの製造についても免許制を採用している。
したがって、自家消費を目的とするものであっても、税務署が適切に管理・検査できるよ
うにしておく必要があるため、もろみの製造免許を取得していただく必要があるが、この
免許は、人的要件と場所的要件を満たしていれば比較的取得しやすいものである。
なお、製造する酒類（もろみを含む。）のアルコール度数の測定義務については、酒税の
検査取締り上の観点から、免除することできないが、その方法など運用上の取扱いにつ
いては、最寄りの税務署にご相談いただきたい。
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　和歌山県は日本一の柿の産地で、生産者団体、行政等関係者が一
体となって柿の生産、需要拡大に取り組んでいる。また、和歌山県、
県立医科大学、地域住民が連携して柿酢の健康増進機能を疫学的
に実証しようと健康調査を実施したところ、血圧を下げる効果等が疫
学的に認められた。これを契機に地域では、地元の農家が我が家で
柿酢づくりを楽しみながら、健康増進につなげたいとの機運が高まっ
ている。そこで、自家消費用に限定し、柿酢の製造の規制を緩和する
ことにより、地域農産物の有効活用と地域の特産物を活かした健康
運動の展開を可能にする。

　地域特産物である柿の有効活用を図り、地元栽培農家等で柿酢を製造することは技
術的には手軽で容易である。しかし、製造を行う上で、酒税法には「酒母又はもろみ」免
許や記帳義務等の規定があり、自家消費用で製造するには、厳しい要件となっている。
そこで、次のように要件を緩和する。①自家消費用柿酢として年間製造量を２０リットル
以内に限定する。②酒税法第８条の酒母又はもろみの製造免許を、自家消費用柿酢に
限り届出とする。③酒税法第４６条関係、酒税酒類行政関係法令解釈通達（平成１１年
６月２５日課酒１－３６国税庁長官通達）第４６条記帳義務関係の３酒類製造者等の記
帳事項(1)総則のロに規定する「アルコール」分の測定義務は、自家消費用柿酢に限り
免除する。

和歌山県 財務省

0730110

下水道施設の耐用
年数の延長とそれ
に伴う下水道事業
債の償還期限の延
長

地方財政法第5条
の2

減価償却資産の耐
用年数等に関する
省令

C
構造改革特区推進のための基本方針において「従来型の財政
措置は講じない」とされているところであり、当該要望は税制上
の措置にあたるため、検討要請事項の対象とならない。
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美しい海岸線や多彩な生態系など、ふんだんな地域資源を有する京
丹後市では、海・山・川を活かした憩いの場づくりを進めており、この
豊かな地域資源を守るため汚水処理施設の早期整備促進をめざして
いる。全国の下水道普及率が68％という中で、京丹後市の普及率は
約24％にとどまっている。下水道の整備に伴う起債の償還金は莫大
で、償還利息だけで一般会計から多額の繰り入れをしているが、この
ままでは、毎年一般会計から繰り入れを行ったとしても新規の整備に
着手できない状態が当面続く。このため、償還期限を延長することに
より、新規事業を推進して普及率を高め、料金収入を加速させる。

（提案理由）
下水道施設の補助対象施設については国土交通省の平成15年の事務連絡で定めら
れたいるが、原価償却資産としての下水道設備の耐用年数はそれよりも短い。また、そ
の資産の耐用年数を根拠に起債の償還期限が定められている。今回の提案で、補助
対象の規定に統一することで耐用年数を延長し、起債の償還期限も延長する。また既
存の起債に関しても適用することで、毎年の償還額が縮小され、下水道事業の推進を
図ることができる。

（代替措置）
償還期限が延長されればその間の利息が心配されるが、下水道事業の普及にともない
利用料収入が見込めることからその分確保できると考える。

京丹後市
総務省
財務省

0730120

地域通貨に対する
円兌換可能性の付
与と行政が授受す
るサービスに対す
る地域通貨による
決済

紙幣類似証券取締
法

紙幣類似証券取締第１条の紙幣類似性については、平成16
年７月23日に地域再生本部に回答したとおり、下記の運用基
準に照らして判断している。
 
  紙幣類似証券取締法の運用基準

       「プリペイド・カード等に関する研究会報告」
                         （平成元年２月17日大蔵省）

下記の３つの要素のうち、いずれかが欠けていれば紙幣類
似とはせず、当面、紙幣類似証券取締法は発動しない。
①どこでも
ただし、単一店舗または単一建物内もしくは単一施設内の店
舗においてのみ使用できるに過ぎないものは、紙幣類似とは
しない。
②誰でも
ただし、譲渡が禁止されており、それが暗証番号等による本
人確認によって担保されるもの（ID機能付カード）は、使用で
きる人間が特定されているため、紙幣類似とはしない。
③何でも
ただし、家計の消費活動のうちの相当部分をカバーしうるま
での汎用性の程度に至らないものは、紙幣類似とはしない。

ただし、一般的に換金が確保されたものは、上記のような限
定を超えて私人間の決済に利用された紙幣類似の機能を有
するに至る危険性が大きいと考えられるので、発行主体が未
利用残高の払戻を一般的に行わない場合とする。

Ｄ

Ｄ　（現行の規定により対応可能）
　今回の提案は、　新たに設立されるＮＰＯが発行するいわゆ
るエコマネー（ただし、商工会が発行するいわゆるスタンプ券を
組み合わせたもの）であると認識しているが、
①　このエコマネーが転々流通するのは登録メンバー間である
ことから、このエコマネーは（又はこのエコマネーが商工会スタ
ンプ券に交換されたとしても）家計の消費活動のうち相当部分
をカバーしうるまでの汎用性（何にでも）がないこと
②　このエコマネーの換金は登録メンバーが既存の商工会スタ
ンプ券を経由して行うものであり、エコマネー発行主体が払戻
を一般的に行わない場合であること
から、紙幣類似性が問題となることはない。
（注）　本回答については、あくまで「紙幣類似証券取締法」に
関してのものであり、金融関係法令についてまで及ぶものでは
ない。

紙幣類似証券取締法の運用基準の３
つの要素のうちいずれかが欠けていれ
ば紙幣類似性が問題にならず、円との
兌換が可能と解釈してよいのか。再度
検討し、回答されたい。

D

　 紙幣類似証券取締法の運用基準については、ただし書にあるように、
一般的に換金が確保されたものは、３つの要素に示されている限定を超
えて私人間の決済に利用された紙幣類似の機能を有するに至る危険性
が大きいと考えられる。
　 したがって、いわゆるエコマネーをその発行主体がその登録メンバー
であるか否かに関わりなく所持人一般に対して換金する場合（そのよう
に一般的に換金が確保されたエコマネーの存在は確認されていない）
は、私人間の決済に利用された紙幣類似の機能を有するに至る危険性
が大きいと考えられるが、再検討要請文中の「円との兌換」という意味が
今回の提案どおり既存の商工会スタンプ券を経由して登録メンバーに対
して換金ということであれば可能。

1064020

 商工会代表・行政代表・UEM利用者代表・大学代表で構成される
NPOを設立し、メンバー登録費と賛助金を準備資産として「ウエノハラ 
エコロ エコノマネー」（UEM）を発行し、次の2点に使用する。①登録メ
ンバー相互間で「相対で合意されたUEM表示価格」によって行われる
グッズとサービスの取引、②上野原市が地区ごとに設けている憩いの
サロンなどで行われるベビーシッティング、小学生の登下校の際の安
全パトロールなどボランティアによって行政に提供されるサービスおよ
び住民票の発行や市営温泉など行政が提供するサービスに対する
支払い（詳細は別紙１に記述）

ここに提案するUEMは「入会金と賛助金を準備資産として発行される上に、商店街クー
ポン券を経由した円兌換と上野原市が授受するサービスへの支払いによってその価値
が担保される」ので、北海道栗山町ほかで発行されてきたボランティアベースの地域通
貨が内包している「通貨機能の喪失」のリスクがなく、地域通貨本来の機能、すなわち、
「法定通貨の下で形成されているビジネスライクな人間関係では掬いきれない『小さな
善意』を支えとした少子化・高齢化問題への対応と地域活性化・安心安全な生活環境創
出のエネルギーを持続的に生み出すことが期待できる。本件は教育と遵法精神を両立
させなければならない大学が参加する関係で踏み込んだ特区の認定を得たいと考えて
いる（詳細は別紙１に記述）

山梨産業
情報交流
ネット
ワーク 構
造改革特
区・地域
再生研究
会

総務省
財務省

0730130
国有地（未利用地）
の使用制限の緩和

国有財産法第21条
予算決算及び会計
令第99条
普通財産取扱規則
第30条第５項

未利用国有地については、現下の厳しい財政状況に鑑み、
早期に処分して税外収入の確保に寄与することとしている。

C

未利用国有地については、現下の厳しい財政事情に鑑み、積
極的な売却処分により税外収入の確保を図っており、今後は、
政府資産・債務改革の基本的な方針に基づいて一層の売却促
進に努めることとしている。従って、未利用国有地への借地権
の設定は、早期処分の障害となるため行う考えはない。

貴省回答によると、未利用国有地につ
いては積極的な売却処分により税外収
入の確保を図っているとのことだが、税
外収入の確保の観点から、売却処分が
不調に終わった未利用国有地において
は定期借地権の設定を可能にできない
か、再度検討し回答されたい。

C

 　未利用国有地については、現下の厳しい財政事情に鑑み、積極的な
売却処分により税外収入の確保を図っており、今後は、政府資産・債務
改革の基本的な方針に基づいて一層の売却促進に努めることとしてい
る。従って、未利用国有地への借地権の設定は、早期処分の障害となる
ため行う考えはない。
 　入札が不調に終わったものについては、再度、入札に付して処分を図
ることとしており、定期借地権の設定を行う考えはない。

1025010

本事業は定期借地を利用し建築基準法 第８６条１項を適用した賃貸
型集落を形成する。
セキュリティーの行き届いた自然豊かなまちづくりをし人間の豊かさや
共生力を育み、地域コミュニテイの健全な機能蘇生する。

本事業の実現には土地の長期利用を低コストで抑える必要がある為、定期借地を使用
することにより、豊かでゆとりある居住空間を提供するのが目的であります。
それによって過疎地対策としても有効と考えます。発展すると一定規模の集落が形成で
き新しい型のコミュニティーが出来得る。

有限会社
スマイト

財務省

0730140

撤去予定の国有財
産施設を公益のた
めに再活用する際
の無償譲渡の容認

国有財産法第28条
国有財産特別措置
法第5条

地方公共団体等が普通財産を公共性のある一定の用途に
供する場合又は財産の管理費用を負担した場合には、譲与
ができる。

Ｃ

　構造改革特別区域基本方針（H15.1.24閣議決定）において、
「従来型の財政措置による支援措置を講じることに期待するの
ではなく、「自助と自立の精神」を持って「知恵と工夫の競争」を
行うことにより、地域の特性に応じた特区構想を立案すること
が期待される」とされており、本提案は、従来型の財政措置に
該当するため、検討要請の対象とはなり得ない。
　なお、提案のあった解体予定の建物については、経年劣化
等を勘案した適正な対価により売却が可能である。

１　本提案は不要となる国の行政財産
を有効活用しようとするものであり、従
来型の財政措置を求めるものでない。
実現するためにはどうしたらよいかとい
う特区の基本方針にてらし、貴省におい
ては、門前払いすることなく、真摯に検
討されたい。
２　残存価値のある国有の行政財産が
不要となり、これを国の費用で撤去する
場合、これを無償で引き取りたいとする
者があっても、現行制度では対応でき
る制度が一切ないということでいいの
か。
３　提案の趣旨からすれば、管制塔とい
う空港のシンボルでもある国有財産施
設を、地方公共団体が救援物資の備蓄
や地域振興という公共的な目的に利用
しようということであるから、無償貸付や
無償譲渡も含め、前向きに検討された
い。
４　右提案主体の意見について検討の
上回答されたい。

　当該施設は国が撤去予定であるが、区分所有という形
態から、通常の撤去工事に加え、残存躯体の補強工事も
必要となる。
　それを、国の無駄な歳出が削減できるという知恵と、県
も施設を空港のシンボルとして残すことで、地域の空港に
対する理解を深めることができ、地域の空港としての活
性化を図るという工夫が生かせる提案であり、単に施設
の無償譲渡を求める従来型の財政措置を要望するもの
ではない。
　撤去予定の施設を、県が税金を使って購入することは、
県民の理解を得にくいと思われ、また国も県が無償譲渡
を希望している施設を制度的な理由で拒否し、多額の税
金をかけて撤去することは、国民には理解しにくいと思わ
れる。

C

　「残存価値のある国有の行政財産が不要となり、これを国の費用で撤
去する場合、これを無償で引き取りたいとする者があっても」当該財産の
譲渡は、行政財産の用途廃止後の普通財産の譲渡に関するものであ
り、未利用国有地等他の普通財産の譲渡と何ら変わるものではないこと
から、国有財産法第28条、国有財産特別措置法第５条その他特別の法
律の規定に該当する場合には、無償譲渡することは可能である。
　　しかしながら、「国の財産は、法律に基づく場合を除く外、適正な対価
なくしてこれを譲渡してはならない」との財政法の規定に基づき、普通財
産を譲渡する場合には、法律に基づく場合を除くほか、代金（時価）を徴
することとなっており、本提案が、現行法では無償譲渡の対象となってお
らず有償譲渡（売却）の対象となるケースを、新たに無償譲渡の対象に
加えることを内容としているものであるので、国有財産の売却代金の免
除という単なる財政措置の優遇を求めるものであるため、「従来型の財
政措置による支援措置を講じることに期待するのではなく、『自助と自立
の精神』を持って『知恵と工夫の競争』を行うことにより、地域の特性に応
じた特区構想を立案することが期待される」との構造改革特別区域基本
方針（H15.1.24閣議決定）にてらし、検討要請の対象とはなり得ない。
　　なお、提案のあった解体予定の建物については、経年劣化等を勘案
した適正な対価により売却が可能である。

空港の管制塔という建物
の特殊性を考慮すること
で、国有財産法上、柔軟
な対応ができないか、再
度検討し回答されたい。

Ｃ
　本件建物の評価については、経年による損耗等に加え、特殊な用途の建物であること
を勘案した民間精通者の意見を踏まえた適正な対価で処分することとなる。

1097070

　福井空港は定期便の就航こそないが、小型機の離着陸が年間５千
回以上ある。管制機材の撤収後も、空港見学スポットとして、また災
害時にヘリで移送する毛布や食料などの救援物資等を備蓄できる場
所として、引き続き有効な活用が期待できる。
　また、施設形態から、撤去する場合には残存躯体の補強工事等を
要し、国の財政負担の増にもつながる。
　そこで、耐用年数を残した国有財産施設のうち、特に区分所有して
いる施設を撤去しようとする場合には、地方公共団体等が公益のた
めに再活用することを条件に無償で譲渡できるようにする。

〔提案理由〕
　昭和４１年、福井空港の開港に合わせて建設された福井空港ビルは、国（管制）、県
（管理）、民間（ターミナル）がそれぞれ区分所有した建築物である。しかし、国土交通省
においては、平成１８年１０月から本空港の管制を遠隔操作により無人化する方針で、
国が区分所有する施設（約７３坪）が不用となり撤去する必要が生じた。
　しかし、施設全体の解体ではなく区分所有する施設の一部撤去であるため、撤去費が
嵩むだけでなく、空港のシンボルである管制塔を失うとともに、残地が空港保安上の支
障になるなど、デメリットが多い。
　現行規定では、地方公共団体が撤去を予定する国有財産施設を引き取る場合でも、
耐用年数が残っている時には有償譲渡となる。
　このため、県では当該施設の無償譲渡を受け、自由に管制塔の見学ができるように、
また災害時にヘリで移送する毛布や食料などの救援物資等を備蓄するなどして有効に
活用したい。

福井県
財務省
国土交通
省
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